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会議の顛末

一般質問（１２月１１日）

議長（川上守）

おはようございます。ただいまの出席議員

数は９人です。

定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

一般質問を行います。順次質問を許します。

８番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

おはようございます。日本共産党の中尾理

明です。傍聴者の皆様、早朝よりお出かけく

ださいまして本当にありがとうございます。

臨時国会は一昨日閉会しました。このたび

の国会では、公選法違反疑惑により２閣僚が

辞任に追い込まれました。その際、任命責任

者の安倍首相は、政治家はみずから襟を正し、

説明責任を果たすべきだと答弁いたしました

が、首相の自分は別だと思っておられるので

しょうか。首相主催の「桜を見る会」問題へ

の説明責任を果さぬまま、臨時国会を終えた

ことは重大です。

この問題で、田村智子参議院議員が１１月

８日参議院予算委員会で行った質問を契機に、

「桜を見る会」と首相の後援会活動とが一体

不可分で行われていた実態が、次々と明らか

になってきました。

その裏付けとなる参加者名簿等の情報につ

いて、「桜を見る会」の首相ほかの招待者名簿

など、関係文章を、首相中枢を務める内閣府

が廃棄したことは疑惑隠しと言われても仕方

がありません。

また、悪徳マルチ商法で告発されているジ

ャパンライフが、安倍晋三内閣総理大臣から

山口会長に「桜を見る会」の招待状が来まし

たとの文言で会社の宣伝に使ったことが明ら

かにされ、被害者自身が怒りを持って告発し

ています。詐欺情報のトップに出した紹介状

が利用され、被害拡大に加担した社会的責任

も問われなければなりません。

冒頭でも述べたように、国民の税金を使っ

て後援会員や支持者をもてなすことは、悪質

きわまる買収行為であり、臨時国会閉会とな

った今、安倍首相は閉会中の内閣委員会の中

で国民に納得できる説明をしなければならな

いと考えます。私は国民の１人である町民と

して、首相みずからが真実を語り、速やかな

疑惑の究明がなされることを強く望むもので

す。そのことを皆さんと共有しながら、これ

より順次質問をさせていただきます。

最初の質問は、若桜宿内の観光施設に関す

ることについてであります。その１つ、若桜

民工芸館は、まちの散策で疲れた体を休め、

ゆっくりと過ごしていただく休憩と、土鈴の

展示スペースなどの場所として運営されてい

るものと理解しております。

毎週木曜日には、関係者の方々のご尽力に

より、有料で抹茶のサービスが行われていま

すが、木曜以外はなされていません。休憩場

所であるなら、お茶を飲んでいただけるよう

な備えが必要であると考えますが町長の所見

を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

若桜民工芸館では、毎週木曜日に有料の抹

茶のサービスが行われているが、木曜以外は

されていない。休憩場であるなら、お茶を飲

んでいただけるような備えが必要であると考

えるが所見をお伺いますとのご質問でござい

ますが。

若桜民工芸館は、カリヤのある古民家を観



光施設として開放するとともに、民芸品等の

展示、休憩、交流の場として活用するための

施設として、平成２７年の８月にオープンい

たしました。

喫茶体験の運営につきましては、地元の茶

道グループの要望によりまして、本年の９月

の１９日から抹茶等の提供を始め、現在の利

用状況といたしましては、１１月末現在で１

１１人、１日平均１０人程度の方のご利用が

ございます。

この喫茶体験は、利用者へのサービス向上

のために地元茶道グループが無償で、ボラン

ティアで取り組んでいただいております。町

から一切の費用負担というのはさせていただ

いておりません。これは住民参画による観光

振興のモデル事例として、今、行っていただ

いているものでございます。

現在、喫茶体験は、毎週木曜日のみとなっ

ておりますが、それ以外の曜日については、

運営体制や今後の状況を見ながら、拡大が可

能かということを考えながら検討していきた

いというふうに思っているところでございま

す。

また、ご質問の、お茶を飲んでいただける

ような備えについてでございますけども、こ

れにつきましては、セルフサービス等のお茶

の提供というのはやはり食品衛生上好ましく

ないというふうに考えておりますので、そう

いうものの設置については今のところ考えて

おりませんので、ご理解のほどよろしくお願

いいたします。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長の答弁、理解させていただきましたけ

ども、食品衛生上の問題でということなんで

すけども、細かくいろんな所々の施設でのお

茶の提供というのを、つぶさに見たという経

験はないんですけども、それで、それが食品

衛生上にのっとった対応をされているかとい

うことも知る状況にありませんが、何らか、

そういうふうな取り扱いができるような仕組

みをつくっていただいてやっていただくとい

うことはできないでしょうか。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

再度、中尾議員さんのご質問でございます

けど、先ほど申しましたように、衛生的な面

というものはやはり保健所との相談というの

がございまして、近年無料のお茶の提供とい

うのはかなり場所的には減ってきておると思

っております。

それで、今、やはり自動販売機の活用であ

るとかっていう、ただ場所的に自動販売機の

設置というのは余り好ましいというふうには

思っておりませんので、再度また、保健所の

ほうにちょっと相談をかけさせていただきた

いと思います。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

努力をお願いしたいと思います。私が言う

までもなく、観光客の方、地元の方もやっぱ

り訪れると思うんで、やっぱりそういう方々

に対するおもてなしの心だというふうに思い

ますので、その辺、改めて心に留めていただ

いて対応していただけたらというふうに思い

ます。

次に、宿内の飲食店で食事をされる方、お

もちゃ館、民工芸館を見学、休憩される方は、

駐車場所に四苦八苦され続けております。

特に土、日、祝日などは金融機関駐車場な

どに車を置かれる方がありますが、その一方



で路上駐車もされる方もあります。事故の恐

れが考えられますので、最近金融機関も駐車

に対し厳しく対応されており、これらの施設

近くには駐車場が不可欠だと考えますが、町

長の所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

宿内の飲食店、おもちゃ館、民工芸館の近

くに駐車場が不可欠だと考えるが、所見を伺

いますとのご質問でございますが。

昨年の６月に、前住議員からも特定空き家

の空き地を使った観光用の駐車場の整備のご

質問をいただきました。観光地における駐車

場の確保は、観光客の受け入れ環境の充実や、

周辺の迷惑駐車等の環境保全のために必要で

あるということは十分認識しているところで

ございます。

現状では、道の駅、駅前駐車場、若桜町公

民館の駐車場等で対応できていると考えてお

りますので、新たに宿内に観光用の駐車場を

整備することは考えておりませんので、各事

業所等には最寄りの無料駐車場のご案内をし

ていただけたらというふうに考えております。

各施設が独自に駐車場を整備しているとこ

ろを除き、公営駐車場がまちの真ん中にある

というような場所というのは本当に数が少な

いというふうに思います。

その理由といたしましては、例えば境港市

の鬼太郎ロードでは町歩きを促すため、わざ

と駐車場を周辺、駅周辺など少し離れた所に

設けているところもございます。若桜宿も歩

いてもそんなに長い距離ではないと思ってお

りますので、ぜひその若桜のまちを歩きなが

ら楽しんでいただきたいという思いもござい

ます。

やはり車で通ってドアｔｏドアというのは

確かに来られる方にとっては、便利はいいん

ですが、やはりまちに賑わいというのは生ま

れてまいりません。できるだけまちを歩いて

いただくということが、やはり一番大切なん

ではないかなというふうに思っております。

ただ、そのための、歩かせるための仕掛け

というのは、やはりまだまだ工夫が必要であ

るというふうには思っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

これまでその駐車場のことは、いろんな機

会で執行部と意見交換したような記憶もあり

ます。それで、改めて申し上げたのは、金融

機関、私の近くですけども、その看板を掲げ

られて駐車を厳しく取り締まっていらっしゃ

います。

それで、恐らく看板掲げられても、おもち

ゃ館に訪れられる方は土日、祝日はその金融

機関に置かれるんじゃないかと思っておりま

して、それで、そこの金融機関の向かい側に

おもちゃ館があるわけですけれども、私らが

見ておって、非常に道路を渡ったり戻られた

り、そういうこと事態が大変危険だなといつ

も思うわけであります。

それで、おもちゃ館が非常に大好評で、商

工会の受託事業になっている運営、観光協会

の仕事なんですけども、そういう人気の所が、

変なことで客が遠のくというようなことがな

きにしもあらずでもあります。

したがって、そういう観点で本日質問させ

ていただきました。どこに駐車場があるだい

やって、聞けばわかる話かもわかりませんけ

ども、本当にそういうことを知らずに来られ

る方、素朴な要望はそういうことだろという

ふうに思ったものですから、あえて質問した

んですけども、今、申し上げたようなことで

町長の所見、改めての所見がお伺いができた

らなと思うんですけども、いかがでしょう。



議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

先ほども申しましたとおり、その目的地だ

けに車で来て車で帰ってもらうという、それ

は、やはりまちを賑やかにする方策では全く

ないと私は思います。だから、やはり少々の

距離があっても、観光協会に今この委託させ

ていただいて、運営のほうしていただいてお

るわけですけども、やはり観光協会の中でも、

じゃ、どういう方策が良いのか、実際、今限

りある環境の有効活用はどうなのかっていう

話し合いを、まず、是非、していただきたい。

それで、無いものを作れと言われても直ぐ

には当然できませんし、今、じゃ、危ないん

であればどうすればいいのかっていうことの

話し合いを、まず、すべきではないかという

ふうに、当然、観光協会だけに投げるわけで

なく、行政とともにそういう話し合いをして、

いい方策をまず見い出して、それで、できる

だけまちを歩いていただきたいという思いで

ございますので、何とかそういうご理解のほ

うお願いいたします。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

金融機関での取り締まりが厳しくなったと

いう現状を踏まえて、その辺の対策は別の話

かもわかりませんけども、指導等強く望んで

第２番目の質問に入らせてもらいます。

ふるさと納税についてであります。その１

つ、平成２０年度にふるさと納税制度が施行

された後、納税者への返礼品が始まってから

しばらくの間、若桜町は納税額の２分の１相

当の返礼品が充てられておりました。その後、

３割相当に変更され、今日に至っていると認

識しております。

返礼品が２分の１相当であった時期の納税

額が最高となった年度の納税者数と、合計金

額、３割相当になってからの最高となった年

度の人数、金額、同様に平成３０年度の人数、

金額を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

返礼品が２分の１相当であった時期の納税

額が最高となった年度の納税者数と合計金額、

３割相当になってからの最高となった年度の

人数、金額、同様に平成３０年度の人数、金

額を伺いますとのご質問でございますが。

まず、返礼品が２分の１相当であった時期

の最高となった年度は平成２６年度でござい

ます。寄付者数が２,６８５人、合計金額が２,

９４５万円でございました。

その後、平成２９年１２月に５割相当だっ

た返礼品を寄付額の３割以下に変更したため、

実質３割相当になってからの最高額の対象年

度は平成３０年度のみでございまして、寄付

者数は８２８人、合計寄付額が１,５０３万９

千円でございました。

ちなみに平成２９年度は４月から１１月ま

では５割相当でございまして、１２月から３

月までは３割相当の返礼品でございます。寄

付者数は１,１１８人、合計寄付額が１,７２

１万円でございました。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長のほうからお答えがあって、私の研究

不足で平成２９年からということなんで、平

成３０年の数字が示されました。ちょっと私

の資料で平成３０年度の数字を見たら１,３



１６万７千円というような数字があるんです。

これは決算審査の資料だったんかわからんで

すけども、見ました。平成２９年度は１,７２

１万というような数字なんですけども、いず

れにしても２,９４５万のところ、平成２６年

のころですか、ようなことからすると、町の

自主財源としての指定寄付金という点では、

一定の財政的な寄与なされているというよう

にも思っております。そういう点でそういう

自主財源としての重要性に鑑みて、今回質問

をしておりますので、次の質問にまいります。

本年３月１１日から返礼品として郵便局と

連携し、若桜町で暮らす親御さんの見守り訪

問サービスを始めたことが３月１４日の日本

海新聞に掲載されました。現在までの利用状

況を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

郵便局と連携した見守り訪問サービスの現

在までの利用状況を伺いますとのご質問でご

ざいますが。

見守り訪問サービスとは、若桜町で暮らす

親御さんのご自宅に、郵便局社員等が毎月１

回訪問し、生活状況を確認して、その結果を

ご家族へお知らせするサービスでございます。

残念ながら、現在まで見守り訪問サービス

の利用はございませんが、大変いい、これは

サービスだと思っておりますので、できまし

たら多くの皆さんに活用していただけたらな

というふうには思っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

残念ながら利用されておらないということ

ですけども、非常に今の高齢化時代で、若桜

町も一人暮らしの方が増え、町外に出られる

子どもさんたちが多い中で、大事な事業じゃ

ないかなというふうに思います。事業になる

んじゃないかと思います。

新聞記事にもあるように、「日常生活で支障

を感じることがありますか」とか、「最近食事

を規則的に取っていますか」などの１０項目

の確認を行うと。それで、この事業を支えて

くれられる若桜町郵便局の局長さんは、ちな

みに、直接顔を合わせることで、電話では伝

わらないようなことも家族に伝えられるよう

にしたいという意気込みを述べていらっしゃ

います。

そういう意味で、是非そういう気持ちにな

っていただけるようなアピールをしていただ

いて、ぜひ、実現できるように望みたいと強

く思います。

３つ目です。ここ数年は、納税額が減少傾

向にあると認識しておりますが、ふるさと納

税に興味を持っていただくような返礼品の企

画、計画は現在ないかどうか伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

ふるさと納税に興味を持っていただけるよ

うな返礼品開拓の企画、計画はないか伺いま

すとのご質問でございますが。

現在、本町の各事業所においても本町の特

性を活かした特産品等の商品開発も進められ

ているところでございます。１１月に商工会

主催で開催されました「若桜町のおみやげ・

特産品開発商品発表会」でお披露目された新

商品もございました。今後、商工会や各事業

所に相談させていただき、新たな返礼品の登

録を進めてまいりたいと考えております。

なお、新商品開発には、若桜町においても

「特産品開発支援事業費補助金」という形で

バックアップしており、平成２９年度には１



２業者、商品１７個、平成３０年度には７業

者、商品１０個、令和元度には１２業者、商

品１５個の補助金をご活用していただいて開

発していただいております。

また、鳥取県の各市町での返礼品が認めら

れております鳥取県産品というのがございま

す。「蟹」などなんでございますけども、そう

いうものについても業者等と協議を進めてい

るところでございまして、協議が整い次第、

ぜひ返戻品として追加していきたいというふ

うに考えているところでございます。

やはり魅力があり、納税者に興味を持って

もらえる返礼品についても、今後も色あせな

いように鋭意努力してまいりたいというふう

に考えております。

やはり地域の特性を生かした物、これは体

験メニューも含めまして、やっぱりいろんな

物を提供できるということを、ぜひ商工会で

すとか、観光協会等々とも話をしながら進め

させていきたいというふうに思っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

ふるさと創生課の方から、今年度の返礼品

ということではない、名称はふるさと納税と

いう名称のパンフレットを見させていただき

ました。非常にいろんな商品があって、若桜

町にも魅力ある商品が多いなと、改めて実感

したわけですけども。

前小林町長時代から土産品ですか、買って

いただけるものをもっと増やしたいというこ

とで、この間、商工会の事業と連携されて取

り込まれてきたということで、１１月１５日

の日本海新聞に載っていたことは、今、町長

がおっしゃられましたので、重ねてのお話は

すべきでないと思いますけども、山根会長も

これからも力を入れたいという力強い言葉も

おっしゃっていますし、それを支援するのが

町ではないかと、それがうまいこと返礼品と

して実現して、さらに若桜の魅力をアピール

できるような形になれば非常に良いかなと思

っております。

この質問の最後であります。ふるさと納税

は指定寄付金で、町の貴重な自主財源の１つ

です。この制度への周知を図り、少しでも多

くの方々に納税していただく努力は大切では

ないかと考えますけども、町長の所見を伺い

ます。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

ふるさと納税制度の周知を図り、少しでも

多くの人に納税してもらう努力が大切ではな

いかと考えるが、所見を伺いますとのご質問

でございますが。

本町としましても、ふるさと納税制度を周

知し、納税していただく努力は大切であると

同様に考えております。そこで、本年９月か

らふるさと納税を受け付ける新しい窓口とし

て、「楽天ふるさと納税」を導入しているとこ

ろでございます。これによる実績につきまし

ては、現在は６０件、金額にいたしますと７

５万円程度の増となっております。

また、パンフレットについては、本年より

追加した社会福祉協議会の「生芋コンニャク、

黒豆味噌」、安泰ニットの「オーダーメイドポ

ロシャツ」等の返礼品を加え、見直しを行っ

た来年度版の製作を今、予定をしているとこ

ろでございます。

そのほか、町報への掲載や町ホームページ

による、ふるさと納税の掲載を引き続き行っ

ていくなど、今後も本町のふるさと納税の周

知について進めてまいりたいと考えておりま

す。

しかしながら、先の質問とも関連しますが、

魅力ある新しい商品もやはり重要な要素であ



りますので、商工会や事業所との連携を図り、

あわせてＰＲにつきましても、随時各媒体で

行っていきたいと考えております。

やはり商工会ですとか、観光協会の皆さん

にも是非ご協力いただきたいというふうに思

っておりますし、さまざまな名簿というのが

ございます。ところが、個人情報保護の関係

でその名簿を安易に活用することが、今、で

きないのも既にご存知のことだと思います。

そのため、やはり出向いていく、県人会で

あるとか、還暦の祝いであるとか、各種大会

などには、そういう大会の場に、そういうパ

ンフレットを持っていって配っていただくと

いうようなことは、是非これからも続けてい

きたい、お願いしたいというふうに思ってい

るところでございます。

なお、本年度から日本海新聞に「若桜の元

気最前線」として６回の記事掲載をしていた

だいておりまして、その第１回目に特産品を

生み出せというような内容で掲載もしてＰＲ

をさしていただいているところでございます。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

町長の言われることよくわかりました。い

ろんな形で頑張っていただいておるというこ

とに敬意を表したいと思うんですけど、これ

は客観的な事実ですから申し上げるんですけ

ども、町の公債費残高は上昇傾向にあるとい

うふうに考えております。

これの解決策をどうするかという点では、

いろいろ考えはあると思うんですけども、や

っぱり何と言っても、町の自主財源で、大き

な位置を占める交付税の増額が何よりも求め

られておると思うんですが、このふるさと納

税、これも大切な自主財源として育てていか

なきゃならないんじゃないかというふうに思

っているところであります。

国のほうは５割から３割に持っていって、

各自治体の取り組みをチェックして行き過ぎ

たらそれを修正したり、ストップさせるよう

な動きもありますけども、それはちょっと極

端な例だと思うんで、国の示したことをうま

く利用して伸ばして行ってもらいたいなと強

く思います。ちょっと今、申し上げたような

ことで町長の所見が再度いただけたら有難い

ですけど。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

先ほどの中尾議員さんが言われましたとお

り、やはりこの自主財源としてのふるさと納

税の役割というのは、我が町みたいな小さな

町にとっては本当に大きな財源だというふう

に理解しております。去年、泉佐野市の問題

がございましてから、やはりこのふるさと納

税が全国的にやはり伸び率が大変低下してお

るというのも現状でございます。

といいつつも、やはり若桜としては何とか

多くのふるさと納税というものを集めていき

たいという思いもございますので、先ほど申

しましたように、やはり魅力ある商品は何な

のかということ、特に特産品といたしまして

も、物だけではないと私は思っておりまして、

やはり体験事業であったり、できることは何

なのかというのを、もう１回見直してみる必

要があると。残念ながら、昨年度、若桜鉄道

を利用したウエディング列車というのを八頭

町がされましたが、申し込みがございません

でした。

ただ、ＰＲ効果というのは、かなり私はあ

ったと思っておりまして、何か表に出してい

くということもやはり必要だなと、そういう

ことによって、若桜町のふるさと納税という

ものを改めて見ていただけるような仕掛けと

いうか、そういうものをぜひ考えていきたい



と思っておりますし、前々から言っておりま

す、若桜、これから米とエゴマとジビエと、

この３つのもう少し商品価値を高めながら売

れるような、皆さんにふるさと納税していた

だけるようなものも、ぜひ考えていきたいと

思っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

力強いお話をいただきました。このふるさ

と納税を取り組むことによって、若桜町を本

当に大好きになっていただいて、応援してい

ただける、大切な取り組みだと思いますので、

改めてですけども、大切にしていただいて前

へ進めていただきたいというふうに思います。

最後の質問であります。若桜町の国民健康

保険に関係する制度の提案と関連事項につい

てであります。その１つ、国民健康保険法で

は第４４条で、保険医療機関窓口での医療費

の一部負担を、減額あるいは免除・徴収猶予

することができると規定しております。

この規定に沿った形で、町の条例または要

綱で定め、町民の暮しに資するべきであると

考えます。今現在、若桜町を除く全ての市町

村が、条例または要綱で定めております。速

やかに他の自治体と同様に定めるべきである

と考えますが、町長の所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

国民健康保険法第４４条による保険医療機

関窓口での一部負担金の減免等について、他

の自治体同様に、条例または要綱を定めるべ

きと考えるが、所見を伺いますとのご質問で

ございますが。

国民健康保険法第４４条の規定に基づく一

部負担金の減免等については、中尾議員さん

ご指摘のとおり、県内市町村国保のうち、本

町のみ要綱等を定めておりません。

これは、昭和３４年に厚生省保険局長通知

として発出された「一部負担金の徴収猶予及

び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の

取扱について」により示された基準、いわゆ

る「国基準」どおりに適用するのであれば、

改めて町において要綱等を定める必要はない

との考えによるものでございます。

今回のご質問をお受けいたしまして、本町

の考え方について県のほうに確認いたしまし

たところ、「町として何らかの根拠規定を設け

ることは必ずしも必要ではないと考えられ

る」とのご回答をいただきましたが、あわせ

て、「十分に町民に周知はする必要はありま

す」とのご指摘もいただいたところでござい

ます。

この点につきましては、ＩＰやホームペー

ジでの掲載など、被保険者への周知に努めて

まいりたいとは考えております。

なお、昨年度より、市町村国保は都道府県

単位での財政運営となっており、現在、市町

村ごとに実施している事務事業についても、

統一した基準による運用が検討されていると

ころでございます。

その中で、一部負担金の減免等についても

議論される課題でございます。県内全ての市

町村の要綱を確認したわけではございません

が、保険料の完納など、国基準より厳しい条

件を規定している保険者もあると聞いており

ます。

状況によっては、現在の本町の基準とは異

なる基準となる可能性もございますが、その

際には、改めて要綱等により根拠規定を定め

る必要があるものと考えております。

いずれにいたしましても、国基準で制度を

運用している現時点では、要綱等を制定する

必要がないと考えておりますので、ご理解の

ほど、よろしくお願いいたします。



議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

県とも相談なされて、今の条例ないし要綱

を定めなくても、その周知を図るようにすれ

ばよろしいというように県の指導があったと

いうことだと思うんですが、私もこの間、医

療生協の若桜支部っていう所の一員として、

町の町長ほか町民福祉課長なども交えた懇談

会、自治体キャラバンというんですけども、

それに参加させていただいて、若桜だけが要

綱、規則、条例がないということを知らされ

て、これはやっぱり取り上げなきゃいけんな

と思って申し上げたところです。

以前、そういうような質問もやったと思う

んですけども、そのときの答弁はちょっと覚

えてないんですけども、新たな時点でこの質

問に立ちました。

そういう県とのやり取りとか、これから県

の中で統一化されるっていうようなことも想

定された上で、現在の状況は、新たな制定を

する予定はないという答弁だったというふう

に思います。答弁いただいた上に、私が注文

つけ、答弁を求めるのも何ですので、ちょっ

と一応自分の考えを述べておきます。

法律には規定されておって、それは厳密に

個々の皆さんの努力で、窓口で言われても、

町ではそういうことが規定されておりますか、

というようなことを仮に言われたとすれば、

なかなかご本人はよう答えられないというふ

うに思います。

やっぱり町が国民健康保険法に従って規定

すること、そういうことを行うことが町の責

任の明確化になるんじゃないかというふうに

思ったところでありますので、先ほどの質問

を申し上げました。周知を図っていただくと

いうことですので、十分その点、よろしくお

願いしたいと思います。

次に、経済的に苦しく医療機関窓口での支

払いに困る方が、無料低額診療と称する制度

により、窓口負担が軽減され、医療を受ける

ことができる方があります。

しかし、保険調剤薬局の薬代はその適用が

除かれておりまして、薬をもらうことを控え

られる方があり問題になってまいりました。

国が薬代についても適用するような改善が

必要と考えますが、そういう国の動きを待つ

んじゃなく、市町村がそういう窓口で困って

おられる住民に対して助成している自治体も

あります。同様に若桜町においても、助成を

行うことが望ましいと考えておりますが、町

長の所見を伺います。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

無料低額診療事業の対象となっていない保

険調剤薬局の薬代について、独自助成制度の

新設が望ましいと考えるが、所見を伺います

とのご質問でございますが。

無料低額診療事業とは、社会福祉法第２条

第３項第９号の規定に基づき、生計困難者が

経済的な理由によって必要な医療を受ける機

会を制限されることのないよう、病院及び診

療所などの診療機関が、無料または低額な料

金で診療を行う事業でございます。

この事業を実施するに当たり、「医療上、生

活上の相談に応ずるために医療ソーシャルワ

ーカーを置き、かつ、そのために必要な施設

を備えること」、「生計困難者を対象として定

期的に無料の健康相談、保険教育等を行うこ

と」など、幾つかの基準が設けられており、

県内で事業を実施している診療所は、わかさ

生協診療所など９か所程度となっているとこ

ろでございます。

なお、実施診療機関に対しては、固定資産

税や不動産取得税が非課税となるなど、税制



上の優遇措置が講じられているものと承知し

ているところでございます。

中尾議員から、この無料低額診療事業の対

象とならない調剤薬局での薬代に対する助成

事業の新設についてのご提案をいただきまし

たが、その中でも触れられたとおり、必要で

あれば、国において、やはり制度改正すべき

案件であるというふうに思っております。

また、独自に助成している自治体があると

のことでございましたが、県に確認いたしま

したところ、県内で実施している市町村はご

ざいません。まずは全国的にもまれな例であ

るということでございました。

このような状況の中、制度設計上、診療機

関の独自の判断のもとに実施される事業であ

ること、また、事業実施に係る基準や、現在

の実施状況及び本町の財政状況を総合的に判

断いたしますと、やはり独自の助成制度新設

というのは困難ではないかなというふうに考

えております。

しかしながら、やはり県内市町とまた相談

をさせていただきますけど、国への要望とい

うものについては、やはり前向きにこれは取

り組んでいく必要があるなというふうには思

っております。

議長（川上守）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

県内は取り組んでいらっしゃらないという

のは私も知っておりまして、若桜が先行して

というような思いもありました。町内にも、

先ほど町長も紹介されましたけども、無料低

額診療を行っている事業機関もあります。９

か所ですかね、鳥取を中心に医療機関で実施

されております。

薬をもらうことを控えて、診察して薬をも

らわないと、何のための診察だったんかとい

うことになります。薬をもらわず帰って来ら

れる人もあるようでして、はっきり病気が悪

くなることは目に見えております。

本人はもちろん一番苦しまれるわけですけ

ども、これはちょっと極端かもわからんです

けども、そういう町民がおられたとすれば、

町の責任にも波及しかねないというふうな思

いもありますので、まずは国への要望活動を

強めていただくということと、今後、県内や

全国の様子を研究していただいて、そういう

チャンスがあればなというふうにも思います。

一番最初に、全国で取り組まれた所は高知

市です、２０１１年。これは潮江診療所です。

そこの、高知市の取り組みは、院外処方箋の

申請書に記入し、市の指定した保険薬局へ持

っていくと。薬局は患者に薬代を請求せず、

市に申請書を送って後日振込を受ける仕組み

になっておるようです。どこもかしこもと言

いませんけども、年に数万ぐらいの予算の執

行だというふうにも聞いております。

ですので、きょう申し上げたことを念頭に

今後の保健、医療、福祉の分野での取り組み

が前進するように強く望みまして、以上で私

の質問を終わらせていただきます。

議長（川上守）

続いて一般質問を許します。７番、山本晴

隆議員。

議員（山本晴隆）

改めまして皆さん、こんにちは。７番、山

本晴隆でございます。傍聴者の皆さん、本当

にありがとうございます。今回の一般質問は、

若桜町議会を初めて会派を、会派桜会を４名

の議員で立上げ、初の代表質問をさせていた

だきます。

初めに１１月２４日に行われました、国道

４８２号線米バイパス開通式の式典のこと

を紹介させていただきます。式典では主催者

である平井知事をはじめ、青木国土交通省副

大臣、石破元地方創生大臣、舞立参議院議員、



地元米、茗荷谷の関係者、鳥取県議会副議

長福田県議や元県議会議長山根先生、県東部

の県会議員の皆さん、商工会長、観光会長な

ど、多くの関係者が出席の中、執り行われま

した。

特に驚いたことは、青木国土交通省副大臣

がこの式典に出席されたことであります。１

１月７日、議会で国会要望に状況した際には、

式典には出席できないと言われておりました

が、同僚議員が４８２の開通は長年にわたり

大変難工事だったことや、矢部町長の就任以

来、一番の式典なんで、ぜひとも出席をお願

いしておりました。結果、若桜町に関係され

る全ての国会議員の先生が全員出席され、大

変華やかな式典、祝賀会となりました。これ

も矢部新町政の大きな成果であり、今後の町

政発展に期待できるものと思っております。

今回の開通により、地元の方々の通行便は

もとより、若桜に観光でお越しになる方々の

利便性は格段に変わると思います。兵庫県側

の道もまもなく雪が降りますが、雪解けが終

われば通行できるようになり、手つかずの大

自然が残る小代渓谷など、景色のとってもい

い場所であります。多くの皆さんが通ってい

ただき、４８２の魅力を感じていただきたい

と思っております。

それでは通告しております２つの質問に入

らせていただきます。はじめに、１番目の本

町の公共交通について質問いたします。（１）

です。平成３０年２月に行われた選挙におい

て、町長は本町のバス通行の見直しについて

町民に対し、実施することを強く訴えておら

れましたが、就任後、約２年となりますが現

時点でのお考えをお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

バス運行の見直しについて、町長就任後か

ら２年経過しますが、現時点で町長の考えを

伺いますとのご質問でございます。

若桜町を含む全国の中山間地域において、

人口減少や少子高齢化による公共交通利用者

の減少、交通事業者の運転手不足の深刻化か

ら、バス事業者の撤退や路線の廃止、縮小が

進み、公共交通を取り巻く環境は一層厳しさ

を増しており、公共交通体系の再構築が喫緊

の課題となっております。

また、公共交通は、住民の町内外への移動

はもとより、観光客の周遊行動を支えるイン

フラとして、非常に重要であると考えており、

慎重に検討していく必要があると思っており

ます。

これらの背景を踏まえまして、若桜町にお

ける公共交通に関する利用状況や住民ニーズ

を詳細に把握し、住民、交通事業者、行政等

の連携による持続可能な公共交通体系を構築

することを目的として、今年度より、他自治

体等での実績があるコンサルタント会社の協

力を得ながら、「若桜町公共交通計画」を策定

していく予定でございます。

なお、計画内容につきましては、主に町内

のバス運行部分を想定しており、利用者の利

便性や鉄道との接続等を考慮した計画とした

いと考えております。

現在までの進捗につきましては、過去の実

態調査や、交通事業者、町内各施設に対する

ヒヤリング、乗降調査等の現況調査が終了し

ておりまして、１１月より、個別アンケート

や関係団体との意見交換会、住民意見交換会

を実施し、改めて現在におけるニーズ調査を

実施しているところでございます。

これらの意見を集約いたしまして、若桜町

の特性に沿った、新たな公共交通体系を構築

するよう鋭意進めてまいりたいというふうに

思っております。やはり、バスというものの

必要性というものが薄れてきております。そ

れに代わる方策というものを早急に考えてい

く必要があると、ぜひこの計画の中にもそれ



を盛り込んでまいりたい、それで、実現に向

けて早急に対応していきたいと思っておりま

す。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

私は、今月じゃない、今年ですね、１０月

１８日の公共交通調査特別委員会での、担当

者が出されました資料の中で、鉄道、高速バ

ス、バスの部分の資料を出されました。この

計画は、全体的に６年でやるというような計

画でありました。しかしながら、先ほどの町

長の答弁を考えてまた質問しますが、バスの

改善だけを考えれば、現時点では住民の意見

等把握も余りできていなく、過去のまとめだ

と１０月１８日の現時点では思いました。

本町の高齢化のスピードを考えていけば、

町長の就任後にもう少しスピードアップをさ

れないと、と考えておりますが、６年間の計

画で間違いないんでしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

この計画についてでございますが、５か年

計画で、今、進めておりますが、言われるよ

うに、計画を立てて５年を待つというんでは

なくて、できることからやはり取り組んでい

くということがやはり必要だと私は思ってお

りまして。

先ほども申しましたけど、やはりこの１０

０円バスにいたしましてからの利用率ってい

うのも上がっていないのが現状でございまし

て、やはり値段ではないんだという、やはり

多くの声を、皆さんの声を聞いたわけではま

だないんです。今、そのためにアンケート等

も実施しておるわけなんですけど、やはり利

用便が悪いということをよく耳にしておりま

す。

だから、できるだけその多くの皆さんに使

っていただけるような交通体系、それで、や

はり家にこもってもらうというのは、やはり

健康上も決していいことではございませんの

で、できるだけ外に出ていただけるような環

境整備に向けて、早急にこれについては考え、

取り組んでいきたいと思います。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

バスの運行の見直し計画をされていくと、

早目にやっていくという答弁だったと思いま

すが、吉川、落折は通学便が必要ですし、ま

た、米線は通学等もありますが、冬期間、

特に観光面の利用が必要であり、スキー客へ

の対応も大変必要だと思っております。

全体の質問にも関係しますので、２の質問

に入ります。鳥取自動車への補助金が、平成

３０年度は約１,６６０万円でした。令和２年

には、約３,０００万円になると推測しますが、

平成３１年度予算は、町営バスの運行委託は

１,９８５万円、公共交通空白地有償運送の、

諸鹿アシ楽号の負担金４４２万円を含めると、

平成３１年度は約２,４００万円となってお

ります。

さらに、公共交通調査特別委員会では、鳥

取自動車が近い将来、撤退するというような

可能性についてもお話をお聞きしております

し、今後、ますます負担金が増えていくこと

が予想されます。負担が増えていく理由と、

今後の見通しについてをお尋ねいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）



鳥取自動車への負担額の増加理由と、今後

の見通しについてお尋ねしますとのご質問で

ございますが。

若桜町では、若桜町営バスの運行業務を日

本交通、鳥取自動車に委託しております。現

在は「米線」、「落折・吉川線」の２路線の

定期運行を実施しております。

また、委託料につきましては、平成２２年

度の委託開始より、委託内容の見直しを実施

していなかったことから、平成２９年度に乗

務員の賃金、拘束時間等の待遇の改善を図る

ため、委託料見直しの要望がございました。

このことにつきましては、若桜町だけではな

く、近隣の町でも全く同様でございます。

増加内容につきましては、安全確保等によ

る１人当たりの拘束時間を再計算したことに

よるもの、及び、乗務員の退職、病欠等によ

る欠員リスクを補填するための予備運転係の

人件費の増加分、人件費増加による一般管理

費の増加が主な内容となっております。

委託料の見直し額としましては、当初の１,

３４１万５千円から、最終的には２,３０７万

１千円となる予定でございまして、約９６５

万５千円の増加になる見込みとなっておりま

す。

また、これらの委託料につきましては、平

成３０年度より３か年かけて段階的に増額す

る予定でございまして、令和２年度が最大値

になるものと思っております。これも近隣の

町と同様でございます。

これを上回る増加はございませんが、先に

報告させていただいた「若桜町公共交通計画」

を策定する中で、仮に便数ですとか、運行方

法等の変更による委託内容の変更がある場合

は、委託額の増減もあるのではないかなとは

思っております。

やはり公共交通というものについて、やは

り利用していただいて幾らだというふうに思

います。多くの皆さんが本当に移動するため

に喜んで簡単に移動できるという方法を、や

はり考えていきたい。ぜひ、それについては、

その日交なり鳥取自動車にもお願いしたり、

また相談をしていきたいと思っております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

人手不足だったり、いろいろな理由でだん

だんと上がっているということを言われまし

た。しかしながら、日交バスの運行の管理や

車両の管理などは、燃料も含めて町で負担し

ていると承知しておりますが、運転手さんも

１日大体２人ぐらいで管理されていると承知、

承知というか、思っております。

管理委託内容は、人件費がほとんどだと私

的には思っておりますが、平成３０年度から

ずっと上がっていく、負担額増の理由にはあ

んまりならないと考えますが、再度、町長の

所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

はい、先ほどのご質問でございますけど、

やはり交渉になっている要因という、一番の

要因というのは、やっぱり運転手が高齢化し

てきておることによって、運転手不足という

ものが本当にもう止まらないような状況でご

ざいます。これは本当に全県下、日本交通、

それから日ノ丸バスともにそういう状況でご

ざいまして、さまざまな道に、今、走ってお

ります。

路線であったり、またはその車の廃止とい

うものが本当に全面に出てきておる中で、何

とかその運営をお願いしたいという要望をし

ておるんですけども、それがやはりそういう

賃金等の交渉に跳ね返ってきておるというの

が現状でございます。



何とかその若い方を養成していただきたい

という要望の方は県を通してさせていただい

ておるんですけど、なかなかバスの運転手で

あったり、タクシーの運転手を希望される方

が本当に少ないと、これも本当に一業者であ

ったり、一行政ではなく本当で全県下、全国

的なこの傾向にございますので、そういうも

っとそういう働きやすい環境整備というもの

も、やっぱり皆さん一緒になってつくってい

く必要があるなということは、県のほうにも

お話させていただいております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

この質問は、今後の公共交通の調査特別委

員会であったり、定例会の一般質問等で、同

じ会派のメンバーもおりますので、引き続き

追跡調査なり質問なりさせていただきますの

でよろしくお願いいたします。

（３）の質問に移ります。現在、定期バス

運行のされてない集落、加地、屋堂羅、三倉、

馬場、寺所の住民は高齢化に伴い確実に移動

手段がなくなることが予想されます。このよ

うな交通弱者が安心できる施策が必要と考え

ますが、町長の所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

定期バスが運行されていない集落等の交通

弱者が安心できる施策が必要だと考えますが、

所見を伺いますとのご質問でございますが。

若桜町では、町内の移動手段としましては、

先ほど申しましたように町営バスとして、「

米線」、「落折・吉川線」の２路線の定期運行

に加え、特定非営利活動法人ワーカーズコー

プによります「諸鹿線」の定期運行及び町内

全域をカバーするデマンド便・アシ楽号が運

行されております。このデマンド便が運航さ

れていることから、若桜町に公共交通の空白

地は存在しないということにはなっておりま

す。

しかしながら、山本議員の言われるように、

今後ますます高齢化が進んでいく中で、定期

バスが運行されてない集落や、既存のバス停

から遠い集落に対する運行支援というものは

やはり必要とされ、ドア to ドアによる運行は

確実に需要が増加し、本当に必要な施策であ

るというふうに考えております。

これを踏まえまして、先に述べました「公

共交通計画」を策定する中で、詳細に住民ニ

ーズを把握しまして、早急に対応できるよう

計画的に整備を進めてまいりたいというふう

に考えております。

やはりこの集落はこまめにということを考

えますと、大きな車っていうのは全く必要な

いというふうに思っておりまして、小さい車

でも、やはり皆さんを安全安心に運べるよう

な施策というものをぜひ考えてまいりたいと

思います。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

町長の答弁の中で、やっぱり困っておられ

るということは十分お気持ちの中にあるとい

うことで、小型化したような状況でしてはと

いうような案が出たわけですが、最近、高齢

者の運転操作ミスによる悲惨な事故の状況が

報道等で大変多く報じられております。運転

される高齢者と暮らす家族も、心配が多いと

感じているところでもあります。

運転免許を返納すれば、家族の送り迎えが

できたとしても仕事もあり、毎回毎回できる

とは限りません。よって公共交通などが唯一

の移動手段と皆様方の足となると考えます。



もう１つ紹介させていただきますと、デマ

ンド便などで移動される方の話を地区内なん

かでよく聞くんですが、毎回利用したいが料

金がとっても高いので利用を控えると言われ

る声をよく聞きます。

もうひどい人は年金もらった１週間や１０

日はまだいいけど、それ以降はなかなかよう

使わんわいというような話も聞いております。

なるべく早い段階で、低料金で便利な手段を

構築していただきたいと思いますが、再度に

なりますがお考えをお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

私も山本議員と同じことを聞いておりまし

て、やはり短い距離を移動するのにやはり高

額であってということはよく耳にしておりま

す。それも大変、実際バスのほうは１００円

で走っておりますので、その相差っていうの

はかなり大きく感じられるんだなというのも

充分承知しております。

できるだけ安価で走れる方策というものを

考えたいということで、担当課と一緒に国交

省の本省でございます自動車局の旅客課とい

うのがございまして、そこに出向いてまいり

まして、課長や担当者等々と何かいい方法が

ないか、何とかいい補助はないか、他町の先

行事例でこういうことがないかというような

相談をして、話をさしていただいたところで

ございます。

それで、この件については、幾らでも国交

省、今言いました旅客課っていう所は幾らで

も相談に乗りますので、案ができたらぜひ持

って来ていただきたいということも言ってい

ただいております。

できるだけ早く、そういう取り組みができ

る方法っていうものをぜひ考えて、また相談

しながらいい制度っていうのがなければつく

るという方法もございますので、つくってい

ただくということもやぶさかではないと私は

思っておりますので、早急に考え、取り組ん

でまいりたいと思います。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

先ほど紹介した場所と、集落と過去を振り

返ると、本当このような地域の方々は、大変

不便な思いをされて暮らして来られたと実感

しております。新体制も後半となろうとして

います。早期に実現されると、したいという

町長の熱い思いも聞かせていただきました。

次の４番の質問に移ります。もう一度選挙

中の話に戻りますが、吉川集落では、バス停

までの距離が遠い所は玄関近くまで送迎を考

えると言われておりました。今回の議員座談

会で、住民意見にも同様な発言がありました。

吉川、諸鹿線については、地域の方々の協

力をいただきながら、車をお貸しし、運行体

制の組織をつくり、住民が必要なときに運行、

利用してはと思います。当然経費等の問題も

ありますが、試験的にバス等の運行試験をさ

れてはと考えますが、町長の所見をお伺いい

たします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

吉川、諸鹿集落で、地域の方々の協力を得

ながら試験的にバス等の運行をされてはと考

えますが、所見をお伺いしますとのご質問で

ございますが。

道路運送法の改善により、「公共交通空白地

有償運送」に対し、法人格を有しない任意団

体での有償運送が可能となりました。この運

行方法は、交通事業者の路線の廃止、縮小等



により、自治体が交通事業者への委託を行う

場合における市町村有償運送が維持できない

場合に該当する運行方法となり、これらの対

策として、全国的に導入され始めた「共助交

通」という運行方法になります。

近隣自治体では、鳥取市の大和地区が鳥取

市補助金を受け、車両１台を導入され、地元

住民により構成された任意団体での有償運送

を実施されておられます。

また、兵庫県養父市では、運行管理をタク

シー事業者に委託し、交通事業者や観光関連

団体、地域住民で構成されたＮＰＯ法人によ

る運送を実施されており、地域住民が自家用

車を使用した有償運送を実施されておられま

す。

しかしながら、この「共助交通」は、公共

交通という観点から、持続可能な体制を維持

することや、安全管理上の問題等、多くのク

リアしていかなければならない課題が山積し

ておりますので、試験的に導入することにつ

いては、集落の要望を詳細に聞き取り、体制

や人員の確保等を前提にやはり集落に協力を

求めながら、導入に向けて検討をしてまいり

たいというふうに思っております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

共助交通の例とかあるということで、安全

管理の問題も難しい部分もなかなかクリアで

きない部分もあるということをお聞きしまし

た。特別地区の登録であったり、運輸局です

かね、届出とさまざまな手続きが必要となる

と思いますが、地域住民のこういうことをす

れば雇用にもつながるとともに、地域力の活

性化にもなると考えますので、ぜひとも令和

２年度、来年度ぐらいから何とか運行できな

いか、再度町長の所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

今現在走っております鳥取自動車または日

本交通との話し合いというのがまず必要でご

ざいまして、その中で、この今言われました

集落での対応、試験というものができるかど

うかという、どういうかかわりの中でどうい

うふうにというか、体系を構築するというこ

とを今ちょっと話をしていただいております。

それで、どういう体系が望ましいかという

ものができましたら、今度それをもって各集

落に出向いて、例えば吉川なり、諸鹿なりの

住民の方に理解を得、協力を得る体制ができ

るのかという話し合いを進めていきたいとい

うことで、できるだけ早くそういう形の話し

合いをまずしたいということで、今、取り組

んでおりますので、ご理解のほうよろしくお

願いします。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

早急に努力するということで、本当にしっ

かりと取り組んでいただきたいと思います。

次の、２番目の大きな質問に入りたいと思

います。若桜町の町並み整備についての質問

に入ります。１番目の、来年３月には観光列

車「若桜号」も加わり、「昭和」、「八頭」号、

３車両プラス「隼号」での運行と、行き違い

線の完成で観光客の増加はある程度予想でき

ると考えております。

さらに、若桜駅駅ナカ店舗、若桜駅前多目

的店舗が完成し、現在昼間営業されている飲

食店を含めると、観光客の数を受け入れるに

十分対応できると思います。

しかし、従来の宿内にある観光資源では滞

在時間が大幅に増えるとは感じていませんが、



町長の所見をお伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

駅ナカ店舗、駅前多目的店舗の完成で、飲

食においては観光客の受け入れに対応できる

と思われますが、従来の観光資源で滞在時間

が大幅に増えるとは思いませんが、所見を伺

いますとのご質問でございます。

駅ナカ店舗、駅前多目的店舗の整備では、

駅周辺の活性化をきっかけに、駅前のにぎわ

いの創出と地域内経済循環、そして関係人口

の増加が生まれることを期待するものでござ

います。

特にこの地域内経済循環で新たに事業所が

増えたり、事業継承が行われたり、ひいては、

雇用の創出やかすかに歯止めがかかることを

目指してまいりたいというふうに思っており

ます。

ところで、現在の宿内の観光資源には、若

桜駅、カリヤのある町並み、鬼ヶ城などがご

ざいますが、特に鬼ヶ城は、公益財団法人日

本城郭協会の「続日本１００名城」に鳥取県

では米子城と若桜鬼ヶ城が選ばれ、この影響

により、鬼ヶ城を訪れる城跡ファンが昨年か

ら増加しており、重要伝統的建造物群保存地

区の指定等も視野に入れ、集客力のある観光

資源として、さらにブラッシュアップできれ

ばと考えております。

また、まち歩きなども滞在時間を増やす有

効な手段でありますので、若桜鉄道の転車台

体験などの体験もの、観光ガイドのさらなる

活用、特産品の買い物巡り、また新たな体験

型メニューなどを充実させていきたいと考え

ております。

やはり町といたしましては、観光協会や関

係機関と連携しながら本町の観光振興に取り

組んでいきたい、そして、にぎやかな町を創

出したいと考えておるところでございます。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

水戸岡鋭治先生のデザインの観光列車３両

の完成で、本町の観光に来られる方は増える

ことは先ほど申しました。ある程度想定でき

ます。それで、食事で、先ほど町長もいろい

ろ紹介されましたが、土産物、それなりの経

済効果は生まれると思います。

しかし、今、伝統的、先ほどそれも言われ

ましたが、建造物群の選定であったり、既存

の観光の無料見学ルートでは、お金を落とし

ていただくことは難しいと思います。

そこで、さらなる観光資源の開発が必要だ

と思いますので、２番に入ります。隼号、新

デザインの３車両を加えて若桜鉄道の構内は

華やかになりますが、既存する車両、ＳＬ、

ブルートレイン、ディーゼル車等もあり、駅

構内は大変手狭な状況でもあります。

ＳＬの走行運転体験に関しましても、短い

直線の往復で時間も短く、満足度は少ないと

感じております。前小林町長への一般質問で

もしましたが、駅裏の埋め立て計画や、駅構

内の改修整備を引き続き進めるお考えはない

のか、所見を町長に伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

駅裏の埋め立て計画や駅構内の改修整備を

引き続き進める考えはないのか、所見をお伺

いしますとのご質問でございますが。

まず最初に、改めてお話させていただきた

いと思いますけど、現時点での駅裏の埋め立

て計画というものは明確にはまだ存在しない

ということは、ご理解いただきたいというふ



うに思います。議員もこれまで何度かこのご

質問をされ、その都度、前小林町長も答弁さ

れておられますが、以前役場が行った用地測

量は、あくまで事業化の是非の判断材料を得

るための可能性調査でございまして、事業化

を前提として行ったものではございません。

事業を実施した平成２７年当時、県東部で

残土処理場が不足していたこともありますし、

若桜鉄道の観光列車化による経営改善構想の

延長線上に観光誘客のための駅周辺整備を求

める声もあったことは確かでございます。そ

して、さまざまな可能性を考慮して実施した

のが、この調査事業でございます。

その後、現在もさまざまなご尽力をいただ

いている水戸岡鋭治さんによる車両改修や、

今年度取り組んでおります駅舎改修に取り組

んでまいりました。その間も若桜鉄道をはじ

め、地域公共交通を取り巻く状況も大きく変

化しており、町の将来を見据えた見極め判断

も極めて難しいものとなってまいりました。

現在、「若桜町未来ビジョン懇話会」や「若

者プロジェクトワークショップ」をはじめ、

民意の把握に努めているところであります。

今年度末には、「若桜町未来ビジョン」という

形で、目指すべき町の未来像と事業プロセス

を示してまいりたいと考えております。

遅きに失することがないよう、然るべき機

を捉え、町長として責任ある決断をしていか

なければならないということは認識しており

ます。

やはり、この駅裏をどうしていくのかとい

うのは、やはりもう一度皆さんと供に話し合

いをしながら、活用について、または活用し

ないのかということについても、話をさせて

いただければというふうに思っておりますん

で、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

失礼しました。埋め立て計画などは存在し

ないということではありますが、そのことを

することにおいて、既に５００万円という公

費が投入されております。

用地交渉など、これから諸問題もたくさん

あると思います。想像すらまだしてないとい

う段階ではありますと答弁されましたが、本

町で一番の観光名所になると思いますが、ぜ

ひとも実現したいと考えます。よって、もう

一度、再度町長の所見をお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

この計画、埋め立てについてでございます

けども、その開発計画といいますか、やはり

そういう熱い思いを持って取り組んで来られ

たということも、以前、ずっとあったように

聞いております。また、石破先生の若桜への

思いというのも存じております。

やはり、本当にこれをどうしていくのかと

いうことも考えながら、やはり一度皆さんと

ももう一度お話をしたり、また、町民の皆さ

んを交えてあの周辺をどうしていくのがいい

のかという部分についても、ぜひ話し合いの

場をもっていきたいと思いますので、ご理解、

ご協力よろしくお願いいたします。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

さらに計画や改修を進められていくことを

期待しまして、次の質問に入りたいと思いま

す。

先ほど、少し関連質問をさせていただきま

した。今後の駅周辺を含めた全体的な整備、

これにあわせた観光客の増加を図ることや経



済効果をつくり出す施策など、いまだ示され

ておりません。道の駅周辺にコンビニをつく

る考えなども込めて、全体的な計画を示して

いただきたいと思いますが、町長の所見をお

伺いいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

駅周辺整備や観光誘客策、経済効果の創出

策等、全体的な計画を示していただきたいと

思いますが、所見を伺いますとのご質問でご

ざいますが。

先ほども答弁いたしましたとおり、現在、

若桜町未来ビジョン懇話会や若者プロジェク

トワークショップをはじめ、民意の把握に努

めさせていただいているところでございます。

今年度末には、「若桜町未来ビジョン」とい

う形で、目指すべき町の未来像と事業プロセ

スを皆さんにお示しできるのではと思ってお

ります。

また、役場内におきまして、各課横断して

課題解決に取り組む、タスクフォース会議を

立ち上げ、懇話会の意見などについて課題解

決に取り組む体制を整えさせていただいたと

ころでございます。

また、ご質問にございますコンビニエンス

ストアについてでございますが、若桜町総合

戦略にも生活環境の整備として、「公設民営に

よるコンビニエンスストアの設置」が掲げら

れております。

現在まで、複数の事業者と話をさせていた

だいておりますが、相手方のこともございま

すので、具体的な業者名や協議内容はこの場

では控えさせていただきたいと思いますが、

コンビニを切に求める、特に小中学生や若い

保護者の皆さんの多くの声は承知しておりま

す。

昨今、コンビニエンスストアは防犯等をは

じめ、多種多様な機能を持つ施設として成長

し、人々の暮らしにとって大きな役割を担っ

ており、コンビニ設置については前向きにぜ

ひ検討してまいりたいと考えております。

ただ、若桜町の未来を見据え、町の特徴や

特色を考慮した工夫というものも、やはり必

要じゃないかなと思っております。

町民にとって必要なのは、コンビニエンス

ストアではなくて、コンビニの機能であり、

公設民営で進める以上は住民の意見等も踏ま

え、そして検討していくことが必要だと思っ

ております。

若桜町の良さは、他市町村と差別化できる

田舎暮らしという面もございますので、若桜

町ならではといえる誘致をぜひ実現させてい

きたいというふうに思っております。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

前々から言っていることでございます。先

ほども町長が、未来ビジョンの検討会等で一

生懸命もんどるというような話も聞いており

ますが、埋め立てやあそこら辺を広く整備す

ることで、運転体験であったり、桜まつり、

鬼っこまつり等のイベント会場の設置、既存

のＪＡの倉庫、旧選果場の有効利用もできる

と考えます。

今回、４８２の式典の中でも、石破先生の

挨拶でＳＬを走らせるお話もされました。若

桜町の未来を見据えた発言だと強く感じまし

た。若桜町の再生なくしては、再生・発展な

くしては日本中の地方の再生は不可能だとも

口癖のようにいつも言われております。

無料見学など、町でもいろいろなこともさ

れております。それだけではやはり町は豊か

にはなりません。入場料が今以上取れる施設

が必要だと考えますが、受入体制が整いつつ

ある中、今のうちに次の戦略を考えてはと考



えますが、再度所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

山本議員の駅周辺に関する前向きな提案、

本当にありがとうございます。今現在は、先

ほども申しましたように、未来ビジョンの中

で未来像ですとか、プロセスを、今、考え示

させていただきたいというふうに思っており

ますが、やはりそのつくった計画を、いかに

実現していくのかということが、やはり一番

大切でございまして、その実現する時期とい

うものについても、やはりちゃんと見極めた

中で実現できるようにやはり検討してまいり

たい。そのためにやはり皆さん、議会議員皆

さんのご協力もぜひお願いさせていただきた

いと思いますので、ぜひ、さまざまいろんな

意見があると思いますが、前向きな意見とい

うか、前向きな姿勢で、ぜひお話の場を持ち

たい、それで、そういう意見をいただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。

議長（川上守）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

議員の力も必要だというお話もありました。

しっかりとこれについても、全員、という私

が勝手に全員というわけにはなりませんが、

会派の中ではしっかりと応援していきたいと

思っております。

今回、会派を結成後、初の質問をさせてい

ただきましたが、会派をつくることに対して

かなり反対や間を持たれる議員もありました。

町の皆さんからもさまざまな意見や質問を受

けてまいりました。

しかし、今回、質問台に立つ準備の中で、

会派のメンバーと質問の趣旨、内容、答弁の

予想等かなりの時間を割いて質問案をつくっ

てまいりました。議員になり約１０年になり

ますが、初めて充実感を経験いたしました。

振り返ると一人で毎日毎晩考えて修正して

も、町の発展や町民の皆さんの福祉につなが

らない質問も多かったと感じております。質

問内でも言いましたが、今回の質問内容を、

今後４人でしっかりと追跡調査しながら質問

等してまいりたいと考えております。

また、矢部町長が出される提案の実現や本

町の課題改善、改革等、山積した課題にもし

っかりと取り組んでいきたいと考えておりま

す。また、結成後の事務的な手続き等、残っ

ておりますが、住民の福祉向上、本町の発展

に引き続き仲間と連携を取りながら、尽力し

てまいりますので、今後ともよろしくお願い

いたします。以上で私の質問を終わります。

議長（川上守）

暫時休憩します。

   午前１０時５３分  休 憩

   午前１１時０５分  再 開

議長（川上守）

休憩前に引き続き会議を再開します。

一般質問を許します。９番、前住孝行議員。

議員（前住孝行）

傍聴席にお越しの皆さん、インターネット

中継でごらんの皆さん、こんにちは。９番、

前住孝行です。令和の時代に変わり、はや８

か月が経ちました。先ほどの、山本晴隆議員

の冒頭でも触れられましたが、時代とともに

氷ノ山においても、いろいろな大きな変化が

ありました。

５月２５日には、国道４８２号開通式が盛

大に行われ、小代地区との行き来ができるよ

うになりました。２０１２年１１月２４日に、



茗荷谷・淵見トンネルの開通式の時、平井知

事に、「この４８２号線の県境を越えた小代渓

谷は本当に癒される谷です。平成２２年の夏

に通ってみたのですが、すれ違いがやっとの

幅なので、偶数月は鳥取県側から一方通行、

奇数月は兵庫県側から一方通行というのは出

来ないのですかね」というふうな話をさせて

もらったことがあります。

当時、平井知事は「えっ、通れるんですか、

全く通れないと思っていました」というふう

におっしゃいました。「今、台風で落石などが

あり、今は通行止めですけど、それさえ取れ

ば行けますよ」というふうに話した経緯があ

ります。その後、さまざまな行動を起こして

くださって、今日に至っているんではないか

なというふうに思っております。

そして、ちょうど７年後の、今年の１１月

２４日に、わかさ氷ノ山トンネルの開通式を

迎えられ、関係者の一人として感謝の一言に

尽きます。今後は、氷ノ山の魅力をより発信

していかなければ活かすことができませんし、

知事もやっぱり星空イベントを、というふう

に言われていました。「天気の具合いでなかな

かイベントが計画しづらいんです」というふ

うなことを話すと、「プラネタリウムや最近は

ＶＲというのがあるので、そういうのが活用

できればいいですね」というふうに話されま

した。

こうして氷ノ山の自然の良さを感じてもら

え、氷ノ山ファンをふやしていけたらという

ふうに思っております。

それでは通告させていただいています３点

について、質問させていただきます。

まずは、様々な公園・広場管理についてで

す。若桜町には、様々な公園・広場がありま

す。それぞれの公園の維持管理について委託

であったり、直営で作業員をお願いしたりと

さ様々だと思いますが、現状と課題をどのよ

うに捉えられているのか、町長、教育長にお

尋ねします。以上で壇上での質問は終わりま

す。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

若桜町には様々な公園・広場があり、それ

ぞれの公園の維持管理について、委託または

直営とか様々だと思いますが、現状と課題を

どのように捉えられているかというご質問で

ございますが。

まずは町長部局につきまして、私のほうよ

り答弁させていただきます。まず、町長部局

の方では、農林建設課が１０か所の公園を所

管しております。委託、直営方式で公園の維

持管理を行っております。

具体的に申しますと、中之島公園、河川公

園、親水公園は有限会社若桜農林振興に草刈

りなどを管理委託、桜づつみ公園につきまし

ては浅井老人クラブに管理委託、農村公園６

か所につきましては各地元に管理委託をお願

いしております。なお、全公園に共通してお

りますのが、管理委託以外の修繕等は町が直

営で行わせていただいておることでございま

す。

さて、公園の現状をみますと、地元での管

理が行き届いた箇所もあれば、草刈りなどが

遅れ気味の公園もございます。課題としまし

ては、公園利用者に気持ちよく安全に過ごし

ていただける環境整備が必要だというふうに

感じております。

利用者からは、刈りそろえられた芝広場や

安全な遊具で子どもたちを遊ばせたいとの期

待があると思います。そのためにも、こまめ

な草刈りや遊具の安全管理はやはり継続して

行っていく必要があるというふうに思ってお

ります。

一方、公園の維持管理経費も青天井ではご

ざいませんので、元年度当初予算では約８０

０万円をかけながら、公園の維持管理を行っ



ているところでございます。

今後とも、限られた予算を有効に活用しな

がら、利用者に快適な環境が提供できる公園

の維持管理に努めてまいりたいというふうに

考えております。

議長（川上守）

引き続き答弁を求めます。新川教育長。

教育長（新川哲也）

教育委員会で所管しております公園・広場

について答弁をさせていただきます。現在教

育委員会が所管している公園・広場は、ふれ

あい広場、八幡広場、高野地区広場、池田花

の木広場の４か所であります。

このうち、ふれあい広場、八幡広場につい

ては直営で維持管理し、高野地区広場は高野

自治会、また、池田花の木広場については池

田グラウンド協会にそれぞれ管理をお願いし

ているところであります。

課題としましては、施設に繁殖する雑草の

始末であります。高野地区広場と池田花の木

広場については草刈り機による除草作業が行

われ、また、ふれあい広場、八幡広場につい

ては除草剤の散布とスポーツトラクターによ

る除草作業を行って対応しているところであ

ります。

とりわけ八幡広場の管理につきましては、

大勢のゴルファーに良好なコンディションの

中でプレーをしていただくため、芝生の育成

や芝刈り、水や肥料撒布など、メンテナンス

に多大の労力が必要となってきておりますが、

皆様に楽しく利用していただけるよう、工夫

しながら適切な維持管理に努めてまいりたい

と考えております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

私が把握している以外にも、たくさん公園

等あるんだなというふうに思わせていただき

ました。町長、教育長とも話をしてください

ましたけど、私自身も適切な管理できている

公園・広場と、そうでないというような所が

あるのかなというふうに感じております。

２番目に移ります。集落に委託している公

園や広場というのは本当にいつもきれいにさ

れているような感じを受けております。しか

し、町が管理されている公園・広場というの

は、やはり適切に管理されてないと町全体の

イメージが悪くなるんではないかなというふ

うに思います。ですので、先ほどもちょっと

８００万円の予算を有効にというようなこと

もありましたが、より管理を適切に行うべき

だというふうに考えますが、町長の所見を伺

います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

集落に委託している公園や広場はいつもき

れいに管理されていると感じるが、町が管理

している公園・広場は適切な管理がされてい

ないと町全体のイメージが悪くなります。適

切な管理を行うべきと考えるが、町長の所見

を伺いますとのご質問でございます。

町管理の、中之島公園、河川公園、親水公

園では、現状見ますと、草刈や芝刈りなどが

遅れ気味であったり、あずまやの樋が外れて

いたりと、管理が行き届いていない状況が現

状ございます。

また、維持管理のための課題といたしまし

ては、例えば、管理を受ける側の体制の整備

の充実であったり、経費面の問題が挙げられ

ます。やはり前住議員が言われるように、き

れいな公園というのは、やはり大切なことだ

というふうに認識しております。

来年度に向けまして、人的体制や経費を確



認しながら管理者を決めるなど、課題を解消

した上で、公園は町の顔という認識を持って

公園利用者に快適な環境が提供できるよう維

持管理に努めてまいりたいと思っております

し、また、遊具につきましても、やはり、町

民の皆様から壊れておるでということを言わ

れないように、管理ができるようなことも考

えていきたいというふうに思います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

同感の答弁をいただきました。それで、た

だ感覚だけでものを申してもいけんかという

ふうに思いまして、ちょっとネットの方で、

じゃらんｎｅｔの方ですかね、それでそれぞ

れ公園、若桜町内の公園の評価みたいなもの

を５段階評価でやっているんですけど、ちょ

っと調べてみました。中之島公園が３.７、八

幡広場が３.８ということで、３点そこそこな

んかなというふうに思います。

それで、他町の所を比べたら、船岡の天満

山公園ですか、が３.９、それでやずミニＳＬ

博物館が４.０ということで、そこと比べると

やっぱりちょっと落ちているかなということ

で、この辺がやっぱり利用者というか、評価

されている方のそんなに件数はなかったので

あれなんですけど、数字としてはそういう数

字が上がっております。では、このことにつ

いて町長何かありましたら。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

議長（矢部康樹）

公園の評価、先ほどじゃらんｎｅｔの評価

ということでございますが、その評価基準が

ちょっと私もわかっておりませんので即答は

ちょっとできませんが、やはり公園管理とい

うのは、結局来られた人の印象だと全て思い

ますので、そういう好印象という形、行って

よかったな、遊んでよかったなと思えるやは

り公園整備に努めていく必要があるなとは思

います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

ということで、ちょっと数字を出させてい

ただきました。それで、じゃ、具体的にどう

だっていうことでなってくると思うんですけ

ど、やはり私自身もその集落にお願いしてい

るところは、本当にやっぱり身近ですぐ目に

されるのでやらないといけんというふうに思

いんさるんだろうな、というふうに思ってお

りまして、何とかこの住民を巻き込む方法が

考えられないのかなっていうふうに思うわけ

です。

それで、以前も私も入っていました団体、

ある団体でそういう取り組みを始めたんです

けど、その団体もなくなりまして、そういう

何か住民を巻き込むような方法っていうのが

できないのかなっていうふうに思うわけです。

それで、河川の方につきましては、ふるさ

との川を守る、なんでしたか、ていうような

補助金があって、それで５万円を限度額でさ

れていて、そういうのがあるんですけど、そ

ういった補助金みたいなことは考えられない

のかどうかっていうことでお伺いします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

住民巻き込む方法の、先ほど前住議員より

補助金制度の創出というご提案いただきまし

た。やはりそれも１つの方法だと思いますし、

実はある団体から中之島公園の清掃をやって



もいいですよと、あくまでボランティア団体

なんで、そういう提案も実はいただいており

ます。

言われるように、やはり皆さんが自分、集

落の公園というのは自分の村の公園だという、

やはり自分たちのもんだという意識が強いが

ために、皆さんがやっていただけているとこ

ろがございます。ところが、やはり大きな公

園、町の公園になりますと、町がやればいい

というようなスタンスの中での発言等々多い

と私は思います。

やはり皆さんと一緒になってできる方策で、

そういうアイデアがございましたら、先ほど

補助金等も含めまして、ぜひ皆さんに関わっ

ていただく、一番良いのは、多くの団体がボ

ランティアとして１年に１回でも関わってい

ただける、そこに対して町が幾らか費用を出

していくという方法がいいのかなというふう

に思いますので、ぜひ、また何かいいアイデ

アがございましたら一緒にご提案いただいて、

考えさしていただきたいと思います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

なかなか少子高齢化の町なので難しい、先

を考えたら難しいんかもしれませんけど、や

っぱりできる方は多分あると思いますので、

そういった方の何か活躍の場というか、をつ

くる意味でこういったことをやっていただけ

たらなというふうに思います。

結構苦情的に言われる方は、やっぱりそれ

は思いがあって多分言われていることだと思

いますので、口だけじゃなくて、こういうの

があるけっていうふうに言えば、せざるを得

んようになってくるんかなというふうに思い

ますので、そういう環境づくりっていうのも

大事なんかなというふうに思いました。

では３番目に移りたいと思います。それぞ

れいろんな公園や広場があって、整備当時の

目的と考え方の相違も出てきているのではな

いかというふうに考えます。使用目的などの

見直しについてはどのようにお考えかお尋ね

します。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

整備当時の目的と考え方との相違も出えて

きているのではないかと考えます。使用目的

などの見直しなどについてはどのようにお考

えかお尋ねしますとのご質問でございます。

先ほど申し上げましたように、公園、若桜

たくさんございます。それで、その中で例え

ば、例を上げさせていただきますと、中之島

公園についてでございますけども。

中之島公園は、地域住民のスポーツの振興

と心の豊かさと活力ある地域社会の形成を目

的に設置をさせていただいたものでございま

す。この公園の利用状況を見ますと、平成２

０年度の利用状況は、野球等のスポーツ利用

が 99％と圧倒的に多く、残りの１％はイベン

トや遠足等の、その他の利用でございました。

その一方で、１０年後の平成３０年度では、

野球等のスポーツ利用が 45％、イベントや遠

足等のその他の利用が 55％と拮抗してまい

りました。さらに、直近の令和元年度につい

ては、野球等のスポーツ利用は 15％、イベン

トや遠足等その他の利用が 85％となってき

ております。議員のご指摘のとおり、年月の

経過とともに、徐々に公園の利用の仕方も変

わってきております。

それで、利用の仕方は変化しておりますが、

やはり地域住民の心の豊かさと活力ある地域

社会の形成という面では、公園の使用目的に

合致した利用がされているとは思っておりま

すので、議員のご質問のような使用目的が変

わっているといったことではないのではない



かなというふうに思っているところでござい

ます。したがって、現在のところは使用目的

を見直すということについてはまだ考えてい

ないところでございます。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

確かに使用目的はそんな簡単に変わるもん

じゃないかなというふうに思って、議運、議

会運営委員会の中でもちょっとそういった意

見はあったんです。だけど、そのまま残させ

ていただきましたが、先ほど言われたように、

町長が言われましたように、やっぱりニーズ

っていうか、その使われる方のニーズは変わ

っているんかなというふうに思いました。

それで、先ほど言われた野球が多かったの

が変わってきているということ、パーセント

で言われたんで思わず笑ってしまいましたけ

ど、多分使用の件数からしたら相当減ってい

るじゃないかなというふうに思っております。

それで、これまではスポ少の野球部とかが

主に使っていて、それで、結構グラウンド内

の草刈とかも保護者がやっていたというよう

なことを僕は見ています。それで、それがス

ポ少がなくなってないですね、若桜であんま

りしなくなって、それから災害の工事現場の

資材置き場みたいなことになっとったことも

あったんかもしれませんけど、草刈等がなか

なか行き届いてないようなことをすごい感じ

ていたところであります。

それで、その目的は変わらんかもしれませ

んけど、やっぱりそのニーズに合わした利用

というか、をしていかんといけんのかなとい

うふうに思う次第です。

それで、先ほど中之島公園がありましたけ

ど、その上手の旧森林組合の横の河川公園や、

また親水公園ですけど、ホタルを、鯉が飼っ

てあったりするんですけど、ホタルをという

ようなことで動きはあるんですけど、なかな

かそこら辺も定着していない状況もあって、

河川公園、親水公園についての考え方という

のはどのように捉えておられるのかを教えて

ください。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

河川公園、親水公園の考え方ということで、

あれはあくまで町民の公園であるので、公園

以外の目的は全く考えておりません。

先ほどありましたホタルにつきましては、

前住議員も役員になっておられます観光協会

の中での取り組み事業だというふうに私は思

っておりまして、観光協会が今後どうしてい

くのかっていう話をまずされるべき、今年は

何にもされませんでしたけども、まずそこだ

というふうに私は思っておりまして、町の事

業として取り組んだこともございませんし、

その観光協会の中で、どのようになっておる

のか逆に聞いてみたいなというふうに私は思

っておるところでございます。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

利用する観光協会がどう考えておるかって

いう話ですけど、そうなると、また話は別に

なってくるんですけど、町の設置として、た

しかあれ、県がつくられて町が管理するみた

いなことになっとるようなことを聞いたこと

もあったりもするんですけど、その建設当時

は、やはりホタルが飛び交うような公園にと

いうことでの設計をされていたというふうに

聞いっとって、聞いている町民、観光協会が

それを生かすために、今、動いているわけで

あって、その辺をじゃ、観光協会どうするん



だって言われても、町としてはどういうふう

に考えておるかっていうのがないといけんの

じゃないか。それを前提につくっておるとい

うふうに思っておるんですけど、どうなんで

しょうか。

議長（川上守）

難しいな、遡るで。町長これええんか。

町長（矢部康樹）

ええですよ。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

この河川公園の設置につきましては、設置

する段階でそういう、例えばホタル、鯉もた

くさん飼っておりましたし、ホタルもという

話はあったのかもしれませんが、そういうも

のをずっと引きずっては、まず来て、多分ほ

とんど認識のある方っていうは少ないのかな

っていうふうに思っております。

それで、先ほど申しました観光協会のホタ

ルの里づくりっていうのは、そういうものを

利用して、自らそういうことをやっていきた

いという使用目的だと私は思っております。

だから、どんどんそういうことに、町がい

いだ、悪いだということは言うこともないで

すし、当然やられることについては、当然応

援はしていきたいというふうに思っておると

ころではございまして、そういう形で２年間

だけされましたけども、３年目にはやめられ

た経過も実際ございます。

だから、これは継続されるのかどうなのか

っていうのは、やはり目的としてどう使って

いくのかっていうのを考えることは、やはり

町ではないと。ただ、使っていただくのは全

然やぶさかではないというふうに思っており

まして、だから、ぜひそういうことの取り組

みっていいますかね、前向きな取り組みって

いうのはぜひ考えていただきたいなというふ

うに思います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

観光協会の理事ということで、総意ではな

いので、あんまり言わんほうがいいんかなと

いうふうに思うんですけど、会議の中では、

台風の影響で、そのホタルの餌であるタニシ

じゃなくて、カワニナが流されて大分減って

いるっていうことで、昨年度は、すいません。

今年度は中止した状況はあっても今後は続け

ていきたいという思いではあると思います。

ちょっとそこはまだ確認してないですけど。

それで、その河川公園の鯉なんですけど、

実はあれが、ホタルのそのカワニナ育成に対

しては糞とかのあれでだめなそうです。それ

で、そんなこと言ってもあれだな、そういう

状況があって上にも下にも、２つ池があると

思うんですけど、どっちかに鯉を移して下に

か、下に鯉を移して、上は鯉を放さんように

すれば、上のほうの池にはホタルとか舞うん

じゃないかっていうような話も出ていたとい

うことは伝えておきます。はい。

それで、ホタルの事業、観光協会がやって

いるホタルの事業はあれです、スーパーボラ

ンティアの県の事業でやっている事業で、イ

ベントを２つしないといけないということで

計画しとるんですけど、やっぱりその河川の

状況とかも県も把握してくださっているので、

それで、ちょっとそういったところも加味し

ていただいておるということを、ご承知置き

いただけたらというふうに思います。はい。

じゃあ、次いきます。次じゃなくて、加え

ての質問になるんですけど、議会の方でも、

ちょっといつの議会だったか忘れましたが、

陳情書が出ておりまして、中之島公園の方に



音楽ステージを、というようなことが出てお

りました。

ちょっとそのことがひっかかっていたので、

この３番はあえて残させてもらっている部分

もあるんですけど、その音楽ステージの陳情、

議会としても採択してはいるんですけど、そ

の後、何もちょっと動きが感じられないので、

その状況等をお伺いします。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

中之島公園の、あの芝広場の場所だと思う

んですけども、今年もフォークフェスティバ

ルが盛大に開催されました。その際、やはり

ステージがないということで、簡易のステー

ジをつくられてされました。あれいうのも、

私も見させていただきまして、やはりその音

楽ステージっていうものは、どっか設営があ

ればいいなという思いでございます。

ただ、その場所について中之島がいいのか、

はたまた旧中跡がいいのか、氷ノ山がいいの

か等々、ちょっとそれは検討させていただき

たいなということで、今、実は止まっておる

ところでございまして、ぜひそういうものに

ついて、必要か否かも含めまして検討をさせ

ていただきたいと思っております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

私もその音楽ステージの陳情を見させてい

ただいたときに、向きです。向きというか、

場所、案としてあった場所が、本当であそこ

でいいのかなっていうふうに思っておりまし

た。多分日差しの関係やら、何だろう、楽器

や持ち運びとかのことを考えると、本当であ

そこでいいのかなって思ったりもしとったけ

ど、思いとしては賛同するので、採択のほう

に移ったんですけど、それでその場所と全体

的な、あそこ自体の場所も検討されるという

ことですので、本当に日差しやら、雨、また

天候ですね、その楽器の持ち運び出入りとか、

そのことも考えて進めていただけたらなとい

うふうに思います。はい。

では、大きな２番の質問に移りたいという

ふうに思います。水道料金改定についてです。

これまで集落によって格差のあった基本料

金について執行部としての考えがまとまり、

関連集落から順に説明して回られていると聞

いております。現状をお尋ねいたします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

これまで集落によって格差のあった基本料

金について、執行部としての考えがまとまり、

関係集落から順に説明して回られると聞いて

おりますが、現状をお尋ねしますとのご質問

です。

現在、池田地区統合事業による５集落を、

１２月３日より説明会の開催をしております。

また、渕見地区ほか統合事業による４集落に

つきましては、今後、順次開催していく予定

にしております。

１０月１７日の教育民生常任委員会、１０

月２５日の全員協議会で説明したスケジュー

ルとは準備不足等もあり遅れておりますが、

料金改定に向けて理解を得るため、順次説明

会のほう進めてまいりたいと考えております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

あと渕見含め４集落の説明が残っていると

いうことですけど、これまで終わられた集落



の説明会の中で、どんな意見が出されている

のか、理解してもらえているのかっていうと

ころをお尋ねしたいと思うんですけど、どう

でしょうか。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

担当参事より説明をさせます。

農林建設課参事（山本伸一）

農林建設課で水道関係を担当しています山

本です。よろしくお願いします。

１２月３日から小船地区を皮切りに、昨日

の栃原地区で一応池田地区全体の関係集落の

説明が終わりました。値上がりする集落、値

下がり集落とも、説明会とこれを料金改定の

施行が遅れている中で、了承は得ているとい

うところです。維持管理等また要望とか、意

見等もありましたが、一応全体的には了承を

得ている状況です。以上です。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

そうして理解していただけてもらえている

ことを、もう本当に期待しておるんですけど、

そういうことで答弁いただきましたので安心

しております。

それで、２番目に移ります。そうやって理

解していただけとるというのも本当にありが

たいんですけど、料金が上がる方っていうの

は、急に上がることを心情的に負担感がある

ので、段階的に上がるっていうのは納得でき

るんですけど、その辺は懇話会の方の答申の

中にもあったというふうに聞いております。

しかし、下がる方も段階的に下がるっていう

ことの意味がちょっとよくわからないという

ことであります。このことついての所見を伺

います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

料金が上がる方は急に上がると心情的に負

担感があるので、段階的に上がるのは納得が

できますが、下がる方も段階的に下がること

は理解しかねます。このことについての所見

を伺うとのご質問でございますが。

平成２６年度に、上下水道懇話会の料金に

係る提言を受けた中で、平成２７年度から池

田地区統合事業を皮切りに事業展開してまい

りました。そして、それに伴う若桜簡易水道

統合事業に係る事業費には、国庫補助、起債

等を利用し、簡易水道会計での通常必要な維

持経費は使用料で補うことを前提とすること

を勘案し、急激な変動をきたさないように段

階的な料金改定を設定しております。

また、以前の集落への説明でも料金を上げ

る方も下げる方も段階的に改定を行うことを

説明してきたところでございます。今後の本

町簡易水道会計の健全な経営を目指し、事業

の推進を図るためには必要な措置であります

ので、ぜひご理解とご協力の方、お願いして

いきたいというふうに思っております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

町民の方が理解されているんなら、それ以

上言うことは、本当はないんかもしれません

けど、水道会計の健全化ということを言われ

まして、それで賢い住民の方はそれで納得さ

れているんかなっていうふうに思いますけど、

僕みたいに賢くない住民としては理解しにく

いところではあるんですけど、それで理解さ



れているんならいいのかなというふうに思い

ますが、やはりちょっとそのあたりがひっか

かるところであります。

では、次いきます。３番にいきます。漏水

調査にお金をかければ有収率は上がると思い

ますが、料金にも反映してくるというふうに

なると思います。効率的に漏水調査をする方

法がないのかお尋ねします。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

漏水調査にお金をかければ、有収率は上が

ると思いますが、料金にも反映してきます。

効率的に漏水調査をする方法がないのかお尋

ねしますとのご質問でございますが。

現在、町全体の総配水量に係る有収率は約

75％弱となっておりますが、公衆トイレや各

集落の公民館等の使用料は、無収水量として

未確認であり、総配水量に係る有収率の正確

な数値は把握していないのが現状でございま

す。

その上で、各水道施設の日々の検診データ

等を確認しながら維持管理を行っております

が、何らかの異常を発見した場合に、漏水を

疑い、その地区の漏水調査を行って修繕等の

対応を行っております。

家庭の中では、月前の検診での使用水量で

判断できますが、本管は地表下でもあり、古

い配水管等も現存する中で、漏水等不明水を

確定するのは本当に困難と思われます。

現在の統合事業を推進し、町内の配水管が

新調され、一括集中の管理システムが構築さ

れれば効率的な漏水調査が可能と思われます

が、現段階では難しい課題だというふうに思

っております。本年度、これまでの事業等に

伴う更新・変更になった配水管を含めた水道

配水管路図を精査、整備しているところです

が、今後も現状を把握しながら漏水対応と有

収率の向上を図ってまいりたいというふうに

思っております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

この質問になったのは、先ほどの収入が、

収入かいな、料金収入が上がるためにという

ふうに思っての、有収率漏水調査をという話

につながるわけでありますけど、75％弱とい

うことで、これは現状維持だということを決

算審査の時に聞かせていただいております。

それで、なかなかこういうことも専門的な

知識がないと難しいのかもしれませんけど、

このあたりも何か町民を巻き添えにできんの

かなっていうふうに思ったわけです。という

のが、僕２年前に選挙をさせていただいて、

その選挙事務所を西町の小倉さんの所を借り

てやっていた時に、あそこを使ってなかった

ので、結構いろいろ水道が破裂して３回ぐら

い選挙中に水汲みだとか、破裂したのを直し

てもらいながらの選挙をさせていただいたん

ですけど、その時に、その業者の方に来ても

らったときにちょっとこれ、この先、何かこ

うやって聞くんですよね、聞いてね、漏水を

チェックするそうですけど、どうもこのもと

の本管のほうも一応漏水しとるなあというよ

うなんで聞きました。

それで、もし、それをちゃんと報告してお

けばよかったんですけども、今、初めて言わ

せていただいておりますけど、業者の方がそ

ういった工事をする上で、結局、でも仕事づ

くりになっちゃうんかもしれませんのであれ

なんかもしれませんけど、漏水しとりそうな

箇所を把握されとると思いますし、また、何

だろうな、そういった情報を町民からこう挙

げてもらうようなこともあれば、もう少しそ

ういった有収率が上がってくるんかなという

ふうに思って、させてもらっとる現状があり



ます。

また、本当専門的なのでそういったの、あ

んまりどんどんあるわけじゃないかもしれま

せんけど、そういったところも考慮していた

だけたらというふうに思います。

では、４番目に移りたいというふうに思い

ます。工事該当集落への説明をしていくとい

うことは聞きましたけど、今後、町全体にな

るんだと思いますが、その料金改正について

の方向性についてお尋ねいたします。

議長（川上守）

答弁求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

料金改正について、これからの方向性につ

いてお尋ねしますとのご質問でございますが。

水道料金については、平成２６年の上下水

道懇話会の提言をもとに、今後の若桜簡易水

道統合事業計画を事業展開しながら、令和７

年度事業完了予定後を目標に、順次、町内の

料金統一を行っていきたいと思っております。

その後の簡易水道会計の健全化や維持管理

状況、社会情勢の変革を検討しながら、再度、

料金改定を検討する時期がいずれ来るものと

も考えております。いずれにしましても、ま

ずは、簡易水道統合事業の早期完了が今、最

大の課題と考えておりますので、今はそれに

向けて邁進してまいりたいと考えております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

それで、やはり少子高齢化で空き家等も増

えてくるというような状況になってきて、ど

うしても料金改定するとなれば、料金が上が

るという方向になるのは、もう多分誰が考え

てもわかるというふうに思います。

それで、やっぱり説明をしていく上でやっ

ぱりある程度その理解を得る上で、使用料の

通知っていうのをやっていかんのかなってい

うふうに思うわけです。

それで以前も議会のほうでも意見として出

されておりましたし、昨日、丁度、監査報告

を聞いたときに、もう９月２５日にも通知を

することについての意見をしているというこ

とを聞かせていただきました。それで詳しく

聞くと、使用料の通知は希望者だけ、希望し

た方には通知している、また、振り込みでな

い人か、にも通知しているというふうに聞い

ておりますが、それでいいのかどうかお尋ね

します。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

答弁につきましては。担当参事のほうで答

弁させます。

農林建設課参事（山本伸一）

周知の方法ということですが、口座落とし

の方で、欲しいという方には発送はしていま

す。全員というわけには、以前もあったと思

うんですが、全員というわけにはいかず、希

望者ということで対応させてもらっていると

思います。以上です。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

それでいいのかっていうところを町長に聞

きたかったんですけど、これを通知をしだす

とどうしても通信料がかかってきます。それ

もまたその料金に反映してくるんかもしれま

せんし、それで、その事務量も増えてくるん

じゃないかなっていうのはわかるんですけど、

でも、やはりどんだけ使っているのかってい



うのを、振り込みの人は通帳を見れば金額は

わかるんですけど、じゃ、具体的どんだけ使

っとるかっていうのはわかりません。

それで、僕自身も、うち家何ぼ水使っとる

んだって聞いたら、わからんって言っていま

した、金額はわかるけど。ということで、そ

れで、そういった情報を細かく出すようにで

きれば、もうちょっと節約しょうったら、も

うちょっと安うでできたのになっていうよう

なことも考えられるわけですし、そういった

情報を毎月出すのは難しい、それこそたくさ

んの経費もかかると思うんですけど、年間を

通じて年に１回ぐらいは通知して、この月は

もうちょっと節約しとったら安うできとった

のにな、みたいな検討ができるようなことは

できないもんかっていうふうに思うんですけ

ど、町長の所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

現在、先ほど担当が申しましたように希望

者のみ、また振り込みでない人のみ通知であ

るということで、実際、通知を受け取ってな

い方からの苦情等は多分出ていないんじゃな

いかなと思っておりますが、必要のある方は、

やはり希望していただければ、その方には毎

月送付することになっておりますので、ぜひ、

そういう形での対応をさせていただきたいと

思います。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

経費がかかるけ、変えるつもりはないとい

う答弁だったというふうに思います。

今後、本当、令和７年に向けて説明してい

くということだったですけど、その根拠とな

るもの、自分家は具体的にどんなもんだとい

うのを知らせんまま、これでいっていいのか

どうっていうのが危惧されるわけで、それで

いいのかどうかっていうのがすごい不安にな

ります。

そうじゃない方は希望せえということにな

るんかもしれませんけど、果たしてそれでい

いのかどうか、急に何か上がっとって、その

辺も何か結構柔軟に対応してくださっとるっ

ていうのも聞いてはおるんですけど、急に料

金が上がって振り込まれてからわかるみたい

なこともある、可能性もありますし、その辺

ももう少し情報化社会でありますので、そう

いうのも出せるようなことができたらなとい

うふうに考えます。

では、最後の質問に移ります。町の危機管

理についてであります。危機管理を問われる

状況の中、昨年は町長と副町長が一緒に出張

に出られていることがあったと聞きました。

このようなことがあってはいけないというふ

うに考えますが、現状と所見を伺います。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

町長と副町長が同時に出張することについ

て、危機管理を問われる状況の中で、あって

はいけないと考えるが、現状等所見を伺いま

すとのご質問でございますけども。

町長、副町長が同時に不在になることは、

極力さけるべきことだというふうに私も思っ

ております。しかしながら、複数の公務が重

なり、やむを得ず町長と副町長が若桜町を離

れることもございます。

しかしながら、今年度は県外など遠距離の

所に一緒に出かけるということは全くござい

ません。当然、２人が離れて、先ほど申しま

したように若桜町を離れる時には、別の案件

で離れるっていうことが、そういうことが当



然ございます。ただ、その遠距離に２人が行

くということは、今、全くございません。

それで、台風など事前にある程度の予測が

つく場合は、当然公務も取りやめるというよ

うな対策も当然講じておりますし、突発的な

地震や集中豪雨などの自然災害が起こった場

合の対応をどうしていくのかっていうのは、

大変重要な事だというのは認識しております。

若桜町地域防災計画では、災害対策本部の

本部長は町長とし、事務を統括することにな

っており、本部長に事故がある場合は、副町

長、教育長の順で職務を代行することになっ

ております。

さらに、教育長も不在の場合は総務課長で

あり、総務課長が不在の場合は、その場にお

ける最高責任者が本部設置など必要な災害対

策を行うことになっております。

若桜町地域防災計画で定められていますよ

うに、その場の最高責任者が必要な災害対策

が行えるよう、危機管理体制の強化は今後も

図ってまいりたいと考えておりますし、やは

り私なり副町長、教育長それから総務課長

等々の連携については、やはり随時図ってい

く必要がある。当然いないときにはその旨を

きっちり伝えるということも今もやっており

ますので、先ほど前住議員の質問にございま

したように、できるだけもう２人は必ずどち

らかがすぐに対応できる体制っていうものを

県外等２人一緒に行かないということは心が

けてまいりたいというふうに思っております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

本当、安心安全をね、言っていく上で本当

そういった体制っていうのがまず大事かなっ

ていうふうに思って質問さしていただいてお

ります。

それで、もうやめます。はい。大雨や台風

とかは本当予想、最近はできるので、事前に

もう張り付いてされているっていうのは、本

当に僕も何回か立ち合わしていただいて、大

変な苦労をされているなというふうに思っと

るんですけど、やはり突発的な地震とかって

いうのは、本当に予測ができない状況であっ

て、そのときに町長がおられれば本当最高指

揮官でやっていただけたらいいんですけど、

もし、おられないときは副町長、教育長、総

務課長と言われました。

それで、その副町長、教育長、総務課長で

すけど、若桜に住んでおられたら何の問題も

ないんですけど、現状としては若桜町外に住

んでおられるということで、結構、町民の中

でも心配されとる方が多いということです。

そのときになかなか議員座談会とかでも僕た

ちも答えにくい状況でありましたので、その

辺をやっぱり安心安全を訴えていく中で、こ

ういう体制づくりですよっていうのを公に伝

える意味で質問させてもらっとるというふう

な経緯もあります。

それで、町長、副町長、教育長、総務課長

がもしおられなんだら、そういうことは極力

ないっていうことを言われましたけど、その

次の方がそのときの最高責任者っていうこと

になるんですか。その辺をもう１回詳しく教

えてください。

議長（川上守）

答弁を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

答弁につきましては、総務課長より答弁を

させます。

総務課長（竹本英樹）

総務課長の竹本です。先ほどの前住議員の

質問ですけども、町長、副町長、教育長、総

務課長が不在の場合には、その場における最

高責任者が本部設置などに必要な災害対策を



行うということになっております。じゃ、そ

の最高責任者は誰かというのは、その集まっ

た時点で決定することになっております。

議長（川上守）

前住孝行議員。

議員（前住孝行）

課長、課長級っていうか、そういうことに

なりますよね。はい。わかりました。そう言

ってちゃんと体制づくりがしっかりできてい

れば、安心安全が言えるんかなというふうに

思います。

では、流行語大賞のほうが「ワンチーム」

っていうふうになりました。私は、これは予

想どおりの結果ではありましたが、町民の福

祉向上という概念は、町長をはじめとする執

行部、議会も同じだと思います。

理念の確認をしながら、今、行っているこ

とは町民のためになっているのか、その都度

問いかけ、もし疑問を抱くようなら見直すべ

きだというふうに考えております。少し自分

自身も反省しないといけないことが多く出て

きたように感じております。

任期の半分２年を終えるに当たって、もう

一度この理念の確認ということをして、若桜

町のワンチームはすごいと言ってもらえるよ

うになることを期待して一般質問を終わりた

いと思います。

議長（川上守）

これで一般質問を終結します。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日は、これにて散会いたします。

   午前１２時０４分  散 会


